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646 714 787 857 925

127,380 129,420 131,610 133,710 135,750

第１段階に該当する方 52,980 55,020 57,210 59,310 61,350

第２段階に該当する方 55,680 57,720 59,910 62,010 64,050

第３段階に該当する方 78,180 80,220 82,410 84,510 86,550

　　　　所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、これを超える利用者
　　　　負担はありません。
　　　　超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

　★印は、全入居者様が対象となります。

その他（該当時のみ個人別にかかる費用）
　処方箋代・処方薬代・理美容代
　家電製品の電気代（持参時）　※持ち込まれた家電製品の消費電力から料金を日割計算で算出致します。
　その他日用品雑貨代（例：新聞代・ヤクルト購入代・施設外出時の費用等）

★介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護保険の1割負担料金に8.3％の割合で加算

2019 年 10月 1 日 現在

介護保険の1割負担料金に2.3％の割合で加算

　排泄支援加算
　褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算
★特定処遇改善加算Ⅱ

100円
10円

　看取り介護加算Ⅰ 144 円
　看取り介護加算Ⅱ 680 円
　看取り介護加算Ⅲ 1,280 円

栄養ケアマネジメント加算 420円

★栄養マネジメント加算 14 円 420 円

　療養食加算 23 円 690 円
　外泊時費用（6日以内） 246 円

★口腔衛生管理体制加算
★口腔衛生管理加算

10円
30円

30円（R1.11月～）

90円（R1.11月～）

★夜勤職員配置加算Ⅱ 46 円 1,380 円

★看護体制加算Ⅰ  12 円 360 円
★サービス提供体制強化加算Ⅲ 6円 180円

各種加算について
　　加　算　内　容 1日あたり 1ヶ月（30日）あたり

★初期加算（入居後30日のみ） 30 円 900 円

 ●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方

第 ２ 段 階
 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と

390 820
 課税年金収入額の合計が８０万円以下の方等

※
負
担
限
度
額

第 ３ 段 階  世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方 650 1,310

　　　所得が低い方は、食費と居住費の負担が軽くなります。（特定入所者介護サービス費）

区　　　　　分
食費

（1日あたり）
居住費

（1日あたり）

第 １ 段 階
 ●生活保護受給者の方等

300 820

　※負担限度額　（給付を受けるには市への申請が必要となります）

（介護保険自己負担１割）

食　　 費 45,000　(1日あたり  1,500)

居 住 費 63,000　(1日あたり  2,100)

1ヶ月（３０日）の合計

✻✻地域密着型 特別養護老人ホーム 寿楽　利用料金表✻✻

料  金  表 （月額）

施設介護サービス費（1日あたり）

施設介護サービス費（30日） 19,380 21,420 23,610 25,710 27,750

要介護度 

料金内訳 


